
９：30～11：30 13：30～15：30
時間

相談日

６月３日(月)

８月20日(火)

12月６日(金)
保健福祉センター

３階　工作室

井ノ口公民館
研修室1

保健福祉センター
３階　工作室

井ノ口公民館
研修室1

10月16日(水)

保健福祉センター
３階　工作室

井ノ口公民館
研修室1

井ノ口公民館
音楽室

保健福祉センター
３階　工作室

令和７年
２月20日(木)

井ノ口公民館
研修室1

保健福祉センター
３階　工作室

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
児
童
福
祉
部
会
か
ら
、
な
か
い
こ
ど
も
園
・
木
之
花

保
育
園
・
中
村
小
学
校
・
井
ノ
口
小
学
校
・
中
井
中
学
校
を
卒
園
・
卒
業
し
た
お

子
さ
ん
た
ち
に
お
祝
い
の
手
書
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
贈
り
ま
し
た
。

中
井
町
で
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
強
化
週
間
に
ち
な
ん
で
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
存
在
や
活
動
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
児
童
の
登
校
見
守
り
・

あ
い
さ
つ
運
動
を
行
い
ま
す
。

日
　
時
　
　
５
月
15
日
｟
水
｠
登
校
時
間
ま
で
の
約
40
分

場
　
所　
　

中
村
小
学
校
・
井
ノ
口
小
学
校
・
中
井
中
学
校
の
校
門
前

　

毎
年
５
月
12
日
は
民
生
委
員
制
度
発
祥
の
由
来
に
よ
り
「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
５
月
12
日
～
18
日
は
「
活
動
強
化
週
間
」
で
す
。

地
域
住
民
や
関
係
機
関
・
団
体
な
ど
に
広
く
周
知
し
、
委
員
活
動
の
理
解
促
進
と

充
実
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

お
困
り
ご
と
が
あ
る
と
き
は
、
お
気
軽
に
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
無
報
酬
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
地
域
の
見

守
り
や
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
と
な
り
、
専
門
機
関
に
橋
渡
し
を
す

る
「
つ
な
ぎ
役
」
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
民
生
委
員
法
に
定
め
ら
れ
た
守
秘
義
務
が
あ
り
、
皆
さ
ん
の
相
談
内
容

が
ほ
か
の
方
に
伝
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
連
絡
先
は
、
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
日
で
あ
る
６
月
１
日

を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
思
想
の
普

及
高
揚
を
図
る
た
め
、
全
国
各
地
で
こ
の
日
を
中
心
に
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
人
権
擁
護
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

中
井
町
に
お
い
て
も
現
在
４
名
の
人
権
擁
護
委
員
が
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
人
権
擁
護
委
員
｟
敬
称
略
｠　

小
澤
重
之
、
秋
山
和
江
、
関
野
一
郎
、
権
守
章

電
話
に
よ
る
人
権
相
談

①
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
｟
人
権
一
般
｠☎
０
５
７
０(

０
０
３)

１
１
０

②
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
｟
女
性
の
人
権
問
題
｠
☎
０
５
７
０(

０
７
０)

８
１
０

③
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
｟
子
ど
も
の
人
権
問
題
｠
☎
０
１
２
０(

０
０
７)

１
１
０

④
外
国
語
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
｟
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を 

理
由
に 

困
っ
た
と
き
｠

  

☎
０
５
７
０(
０
９
０)

９
１
１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
相
談

 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

　以下のとおり実施します。

※相談無料、事前申込不要、秘密は厳守し

　ますので、お気軽にご相談ください。

相談内容
セクハラ、パワハラ、家庭内暴力、体罰、いじめ、

インターネットでの誹謗中傷、差別　など

「自分の悩みは人権侵害かも？」と思ったら

１人で悩まず、気軽にご相談ください。

問
合
せ

福
祉
課
☎
｟８
１
｠５
５
４
８

６
月
１
日
は

「人
権
擁
護
委
員
の
日
」
で
す

人権擁護委員による人権相談

５
月
12
日
は

「民
生
委
員

・
児
童
委
員
の
日
」
で
す

「児
童
の
登
校
見
守
り
・
あ
い
さ
つ
運
動
」
を
行
い
ま
す

卒
園
・
卒
業
す
る
お
子
さ
ん
に
お
祝
い
の
言
葉
を
贈
り
ま
し
た

こ

じ
ん
け
ん

こ

ば
ん

じ
ん
け
ん
も
ん
だ
い

が
い
こ
く
ご
じ
ん
け
ん
そ
う
だ
ん

が
い
こ
く
じ
ん

り
ゆ
う

こ
ま

里都まち　　　ニュース
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